
自然災害編

〔緊急支援チーム及び心のケア支援チームの派遣について〕
災害に伴う児童生徒のストレス反応等を未然に防ぐためや症状が出ている児童生徒を早期発見するために，被害が甚大だった地域の学校及び派遣

が必要だと判断される学校に対して緊急支援チーム及び心のケア支援チームを派遣する。緊急支援チームにおいては．児童生徒のみならず．保護者や

教師も対象となる。なお，派遣に関しては．仙台市教育委員会が「甚大なレベル」と判断した場合を想定しているが．それ以下のレベルの場合でも，必要

と判断すれば派遣を実施する。
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遠 望要 � � � � � 
校内緊急対策チームの立ち上げ ����緊急支援チーム派遣 

校長・教頭・主幹教諭・生徒指導担当・安全主任・SC担当教諭・養護教諭・配置SC　等 ����支援対象校へのSCSV等緊急派遣 緊急対応として′初期のJ山のケアを 実施する。 

【緊急支援SC】 � � �緊急支援チーム派遣目的の確認 　緊急職員会議 
配置SCへのスーパーバイズ � � ��今後の対応の検討 

児童生徒の心の状態を � � �⑳災害の状況 �◎緊急職員会議の報告を受けて 

アら 緊学 芸挙 で ヽ一′ �把握する方法を検討 � � �◎緊急支援の進め方について �関係機関（児童相談所等）との連携l 
⑳観察・聞き取り � � �⑳役割分担 
⑳児童生徒のストレス反応と対処法 のプリント発行 ⑳関係教職員の役割確認 � � �◎情報収集 �澗野r＋＋『琴㌢＋＋1洞野 

教畠相談課への報告 攣緊急職員芸議の結果報告 ㊨事後の対応について �広ヨ：Ea■：≡a■正ヨ■ 

教職昌へのサポー ���卜体制の構築 
⑳職員の相互支援について　　⑳児童生徒への対応　等 

－ �� 

（ �－ �� ��心のケア支援チームの日的 心のケア校内支援チームの立ち上げ 

彗歪 �教頭・主幹教諭・学年主任・担任・養護教諭・配置SC　等 
《心のケアへの準備》 � � �《学校全体のケア》 

①教職員へ ���①子ども・保護者の面敢 

ア考、 �⑳ストレス反応に対するレクチャー ⑳転入生を迎えるに当たっての研修 � � �（多子どもの心身の健康観察・健康相談 

b �⑳心理教育の実施 � � �《学級ごとのケア》 �震災に伴う児童生徒のストレス反応等 

芸壷 �⑳メンタルケアの実施　　　　　等 ����に適切に対処するため．被害が甚大だっ 

⑧保護者へ � � �（》学級つくり �た地域の学校及び派遣が必要だと判断 
⑳ストレス反応や見守り等に関する � � �構成的クループエンカウンター・ �される学校に対して′心のケア支援チー 
レクチャー　等 ���対人関係ゲーム　等 �ムを派遣する。 

②授業時間での工夫 �「心のケア校内支援チーム」と連携を図 
ヽ＿．．′ 彗喜 �《支援体制の見直し》 �n � �気分転換・リラクセーション （診授業内容・行事での配慮 �り′支援及び助言等を行う。 心のケア支援チームの派遣 

‾時間が経過しても不安定な状態が続‾ く時は「Jじlのケア」を継続する。 ①支援の継続が必要な場合 支援体制の継続・見直し �′ � �一　つbい経験を刺激する事柄や機会を＿ 　避けるなどの配慮 

「中・長期の児童生徒心のケア」につい �支援対象校と支援が必要と判断された 児童生徒に対する心のケア及びコンサル 
⑧医療的なかかわりが必要な壌合 � � �ての異体的な対応を検討し′全教職員 �テーションを行う。 《児童生徒の心のケア研修会》 学校において児童生徒の心のケアを推 

専門家への連絡・協力依頼 ���で共通理解を図る。 

【緊急支援SC】 � � �《学級ごとのケア》 
心のケアの引継 � � �①自然災害についての授業 �進していくため′職種別の専門性の高い 

ア開 �緊急支援カウンセラーが担当したケー � � �②子どもが感情を表す機会の工夫 �研修芸を開催。 

中空、 ・b 長五 �スは′担任・養護教諭・配置SC等に確 実に引き継ぎ．信頼関係を保つ。 ���⑨個人差への配慮 　《行事の迎え方》 �《心とからだの健康調査の実施》 災害による心身への影響を調査し．支援 

期年 嘉等 �� � �①さまざまな行事をいくつか行う �の必要な児童生徒の早期発見を行つ。 ②子どもと一緒に準備をする ⑨個人差への配慮 �　関係機関との連携l 常　習 児童相談所丁仙台市馴保健剤上総合センタ 

《心のケアの継続》 
担任や配置SC．家族が継続的に見守り．必要な支援ができるようにしておく ����災害により仙台市全体の心のケアを行う 孤児∵遺児と目的があるため児童生徒の情 宣露語警換についても碩極蘭に行 

l 

被災地からの転入生やその保護者′教職員に対するJじlのケアについても検討を行う 

（注）SCSV：スクー）L／カウンtzラースーパrパイザー　　SCA：スクー）L／カウンセラLリーダー　　SC：スクLルカウンセラー


